
 

 

 

 

 

 

中小企業等の知的財産に関する悩みにきめ細かく対応します！ 

「課題解決型相談・コンサルティング事業」 

中小企業・個人のみなさま、お気軽に発明協会各支部に 

お越しください！ 

 社団法人発明協会では、特許庁の委託を受けて、全国４７都道府県支部に中小企業等支

援機関と連携し、ワンストップ機能を強化した知的財産に関する相談窓口を開設しました。 

 この窓口には、相談内容を的確に把握し、適切な解決方策をコーディネートする者を配置し、

中小企業等の抱える知的財産に関する悩みに応じて、その場で適切な解決策を提供するとと

もに、相談内容によっては適切な知財専門家を相談者に派遣するなど、個別の状況に応じ踏

み込んだアドバイスをいたします。 

【特徴】 
◎地域の中小企業等支援機関と連携し、ワンストップ機能を強化した相談対応
を実施します。 

 

 

 

 

◎相談窓口には、相談内容を的確に把握し、適切な解決方策を導き出す専門 
のコーディネーターを配置します。 

 

 

 

 

◎知財専門家チームとのタイアップによるきめ細かい対応を実施します。  
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【ワ ンス トップ 機 能 を 有 した 相 談 窓 口 】
(発 明 協 会 都 道 府 県 支 部 ）

　
　

知 財 専 門 家 を 派 遣 し 専 門 指 導 相 談 会 の 開 催 に よ る 支 援

地 域 の 中 小 企 業 等
支 援 機 関

支 援 策 の 紹 介 ・手 続 方 法 の
説 明

出 願 手 続 等 の 指 導 ・助 言
（イン ター ネ ット 出 願 を 含 む ）

連携

全国共通お問い合わせ先（最寄の発明協会の支部に繋がります） 

ナビダイヤル：0570-082100 

 

 

 

 

 社団法人発明協会 滋賀県支部 

※特許庁委託事業 知財ＣＤ 畑部幸夫 

（中小企業産業財産権制度活用支援事業）

 

【具体的な事業内容は、裏面をご覧ください】 



 

 

 

 

【事業内容】 

 

 

 

 

１．全国４７都道府県にワンストップ機能を強化した知的財産に関する相談窓口を開設しまし 

た。 

発明協会の各都道府県支部に知的財産に関する相談をワンストップで受け付ける相談窓口を

開設しました。中小企業等が抱える悩みや課題に対して中小企業等支援機関（知的所有権セン

ター、中小企業等支援センターなど）との連携を図りつつ最適な解決策を提供します。 

 

 

 

 
２．相談窓口には、専門のコーディネーターを配置しています。 

中小企業等が抱える悩みや課題に対して、事業展開等個別状況に応じて、先を見据えた適

切な解決方策を判断・提供する専門のコーディネーターを相談窓口に配置します。 

 

 

 

 

 

３．お聞きした悩みや課題に応じて、知財専門家を選定し、事業所に派遣するなどして具体 

的な解決策をアドバイスします。 

中小企業が企業経営の中で抱える様々な悩みや課題に対して、最適な知財専門家（弁理士、

弁護士、特許情報活用アドバイザー、特許流通アドバイザー及び大企業知財部ＯＢ等）を選定し、

直接中小企業に派遣し、個別状況に応じて事業展開をにらんだ強く広い権利取得や侵害・非侵

害、社内体制・知財戦略構築、技術移転、ライセンス、営業秘密などの専門指導を行います。 

 

 

 

 
４．相談者の利便性を考慮して、利用しやすい場所での相談会を各地域で開催します。 

産業財産権等の知的財産権に関する相談について、相談者の利便性を考慮して駅周辺又は 

駐車場の完備した公共性の高い施設において開催するとともに、相談内容が第三者にもれない

ように機密性を確保し、会議室などの個室において開催します。 

 

 

 

 
５．中小企業等が利用可能な知財に関する支援策の紹介や手続方法等を説明します。 

地域の中小企業支援機関と連携を図りつつ、中小企業等が利用可能な国、自治体が実施す

る支援策について、わかりやすく説明・情報提供を行います。 

 

 

 

 
６．特許等の出願手続についてわかりやすく説明します。 

産業財産権制度の概要や出願手続などをわかりやすく説明します。 

 

 

 

 
７．インターネットによる出願を支援します。 

相談窓口内に電子出願コーナーを設置し、インターネット出願を行うための環境を整えておりま

す。また操作に関する説明・指導をいたします。  

 


